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 ■３・４カ月児健診（BCGを含む）
▶対　象＝平成20年１月生まれ（ただし、13日は５
月１日～15日生まれのみ、27日は５月16日～31
日生まれのみ）

▶持参品＝問診票・母子健康手帳・バスタオル
（BCGを接種するときは予診票も持参）

 ■７・８カ月児健診
▶対　象＝平成19年９月生まれ
▶持参品＝問診票・母子健康手帳・バスタオル

 ■１歳６カ月児健診
▶対　象＝平成18年10月生まれ
▶持参品＝問診票・母子健康手帳・バスタオル・尿

５

【問い合わせ先】
天草中央保健福祉センター（亀場町）☎㉔0620・㉔3737
天草東保健福祉センター　（栖本町）☎663355
天草西保健福祉センター　（河浦町）☎753301

日

20
㊋

28
㊌

対  象  地  区
本渡（志柿・瀬戸・下
浦町を除く）、新和、
五和、天草（大江を
除く）
本渡（志柿・瀬戸・
下浦町）、有明、御
所浦、倉岳、栖本

受付時間

12：45～13：15

12：45～13：00

場　　所

天草中央保健
福祉センター

下浦町公民館

日
１
㊍

13
㊋

21
㊌

27
㊋

対  象  地  区
牛深、天草（向辺
田）、河浦
本渡（志柿・瀬戸・
下浦町を除く）、新
和、五和、天草（向
辺田を除く）
本渡（志柿・瀬戸・
下浦町）、有明、御
所浦、倉岳、栖本
本渡（志柿・瀬戸・
下浦町を除く）、新
和、五和、天草（向
辺田を除く）

受付時間

13：00～13：15

12：45～13：15

12：45～13：00

12：45～13：15

場　　所

牛深支所

天草中央保健
福祉センター

下浦町公民館

天草中央保健
福祉センター

日
１
㊍
　
８
㊍

21
㊌

対  象  地  区
牛深、天草（向辺
田）、河浦
本渡（志柿・瀬戸・
下浦町を除く）、新
和、五和、天草（向
辺田を除く）
本渡（志柿・瀬戸・
下浦町）、有明、御
所浦、倉岳、栖本

受付時間

13：15～13：30

12：45～13：15

13：00～13：15

場　　所

牛深支所

天草中央保健
福祉センター

下浦町公民館

※牛深・天草（大江）・河浦地区の10月～11月生ま
れは、６月に実施予定です。

 ■３歳児健診
▶対　象＝平成17年４月生まれ（牛深・天草〔大
江〕・河浦地区は３月～４月生まれが対象）
▶持参品＝問診票・母子健康手帳・バスタオル
日

14
㊌

15
㊍

22
㊍

対  象  地  区
本渡（志柿・瀬戸・
下浦町）、有明、御
所浦、倉岳、栖本
牛深、天草（大江）、
河浦
本渡（志柿・瀬戸・
下浦町を除く）、新
和、五和、天草（大
江を除く）

受付時間

12：45～13：00

13：00～13：30

12：45～13：15

場　　所

下浦町公民館

天草西保健福
祉センター

天草中央保健
福祉センター

 ■健康相談
▶対　象＝希望者
▶受付時間＝10:00～11:00
▶持参品＝母子健康手帳・バスタオル・健康手帳

日　
２㊎

７㊌

９㊎

12㊊

15㊍
19㊊
26㊊
30㊎

場　　　　所
天草中央保健福祉センター
天草東保健福祉センター・天草西保健福祉
センター
天草中央保健福祉センター
牛深支所・有明保健センター・御所浦島開発
総合センター
天草中央保健福祉センター
牛深支所・倉岳老人福祉センター・天草支所
牛深支所・御所浦島開発総合センター
天草中央保健福祉センター

　市では、妊娠中の健診費用の負担軽減と母子の健
康保持を図るため、４月から妊婦健康診査の健診費
用の補助回数を「２回」から『５回』に拡大しまし
た。これに伴い、３月31日以前に妊婦健康診査受
診票の交付を受けた人には、同受診票の追加交付を
行いますので、対象者は各保健福祉センターで手続
きを行ってください。
■受付期間＝４月30日㊌までの午前８時30分から
午後５時まで（土・日曜日、祝日を除く）。

※天草中央保健福祉センターは本渡地区が対象です。
7日は志柿・瀬戸・下浦、14日は本渡南、21日は楠
浦・本町・佐伊津、28日は全地区。

 ■ポリオ
▶対　象＝生後３カ月以上７歳６カ月未満児
▶持参品＝予診票・母子健康手帳

日
７㊌
８㊍
14㊌
15㊍
21㊌
22㊍
28㊌
29㊍

受付時間
12：45～13：30
13：30～14：00
12：45～13：30
12：45～13：00
12：45～13：30
13：40～14：00
12：45～13：30
13：45～14：00

場　　所
天草中央保健福祉センター
牛深総合体育館
天草中央保健福祉センター
有明老人福祉センター
天草中央保健福祉センター
天草町民センター
天草中央保健福祉センター
御所浦島開発総合センター

※参加を希望する人は、５月21日㊌までに電話で天
草中央保健福祉センターへお申し込みください。

日

23
㊎

場　所

天草中央保健
福祉センター

内　　容
〔妊婦さんのためのクッキング〕
ママも赤ちゃんも元気に過ご
せる栄養ってどんなもの？

 ■母親学級
▶対　象＝妊婦
▶時　間＝10：00～13：00　　
▶持参品＝母子健康手帳・エプロン・三角巾・米１合

保育料のお知らせ保育料のお知らせ保育料のお知らせ

□平成20年度保育料徴収基準額（月額） 【単位：円、（  ）は２人目、［  ］は３人目以上】

児 童 の 世 帯 の 階 層 区 分 ３歳未満児 ３歳以上児
第１階層

第２階層

第３階層

第４階層

第５階層

第６階層

第７階層

生活保護法による被保護世帯
市民税非課税世帯（母子世帯等）

市民税非課税世帯

市民税課税
所得税非課税 世帯（母子世帯等）

市民税課税
所得税非課税 世帯

所得税額が　40,000円未満

　　　　　　40,000円以上所得税額が  103,000円未満

　　　　　  103,000円以上所得税額が  413,000円未満

所得税額が  413,000円以上

表 の 見 方
0

0
6,000  

（3,000）
［       0］
13,000  
（  6,500）
［         0］
14,000  
（  7,000）
［         0］
25,000  

（12,500）
［         0］

0

0
4,000  

（2,000）
［       0］
10,000  
（  5,000）
［         0］
11,000  
（  5,500）
［         0］
22,000  

（11,000）
［         0］

32,000  
（16,000）
［         0］
38,000  

（19,000）
［         0］
41,000  

（20,500）
［         0］

26,000  
（13,000）
［         0］
28,000  

（14,000）
［         0］
29,000  

（14,500）
［         0］

　平成20年度の本市の保育料は下表のとおりです（保育料徴収基準額
は昨年度と同額ですが、階層区分の所得税額が変更となっています）。

平成平成2020年度年度平成20年度

【問い合わせ先】本庁・子育て支援課子育て支援係（内線1178）

※階層区分は、父・母の税額の合計額
（ただし、父・母の収入で生計が維
持できない場合は、その世帯の家計
の主宰者と父・母の税額の合計）に
よって区分されます。
※階層区分の所得税額は、住宅取得控
除・配当控除を差し引かずに計算し
た額となります。
※児童の年齢区分は､ 児童が入所する月
の初日現在の年齢によって区分され
ます。
※第３子目以降の３歳未満児は保育料
は無料です（第７階層に属する世帯
を除く）。

【計算例】保育園に３人（２歳、３歳、
４歳の児童）が入園した場合の保育
料は？
・第４階層の世帯…2歳児＝無料、3
歳児＝11,000円、4歳児＝22,000
円、計33,000円となります。 

保育料についての疑問にお答えします保育料についての疑問にお答えします保育料についての疑問にお答えします
　子どもが１歳児で、保育料を月額35,000円
支払っていますが、実際にはどのくらいの

保育費用がかかっていますか?
　保育にかかる費用は、入園児童の年齢によ
って異なります。０歳児で月額約19万

2,000円、１～２歳児で同約12万2,000円、３
歳児で月額約7万1,000円、４～５歳児で月額約
6万4,000円の費用がかかっています。なお、保
育にかかる費用の総額は、平成20年度で約38億

４,700万円（児童１人当たり年間約120万円）
になると見込んでいます。
　天草市の保育料は、国の基準と比べてどの
くらいの差がありますか？

　天草市の保育料は、国で定められた基準額
の約65％となっています。差額分は市が負

担しており、平成20年度で約３億１千万円（児
童１人当たり年額約10万円）になると見込んで
います。

■ところ＝各保健福祉センター
■持参品＝母子健康手帳、妊婦健康診査受診票　
※受付時の妊娠週数に基づき、該当する回数受診票
を発行しますので早めに手続きをしてください。
※各地区での健康相談時にも受け付けます。
【問い合わせ先】
　天草中央保健福祉センター（亀場町）☎㉔0620
　天草東保健福祉センター　（栖本町）☎663355
　天草西保健福祉センター　（河浦町）☎753301

妊婦健康診査の健診費用の補助回数を５回に拡大！妊婦健康診査の健診費用の補助回数を５回に拡大！妊婦健康診査の健診費用の補助回数を５回に拡大！
ー３月31日以前に受診票の交付を受けた人は追加交付の手続きをー

Q

A
Q

A


